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は
じ
め
に

　
『
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
（
陸
）』（
以
下
『
陸
』
と
略
稱
）
で
は
第
一
九
一
簡
以
降
、
以
下
の
各
簡
が
排
列
さ
れ
て
い
る
（
１
）。

●
自
今
以
來
、
有
毆
詈
其
父
母
者
、
輒
捕
以
律
論
、
典
智
（
知
）
弗
告
、
䙴
（
遷
）。
郷
部
嗇
夫
智
（
知
）
弗
捕
論
、
貲
二
甲
（
第

一
九
一
簡
）

□
廢
、
弗
智
（
知
）、
典
及
父
母
・
伍
人
貲
各
二
甲
、
郷
部
嗇
夫
及
令
・
丞
・
尉
貲
各
一
甲
、
□
、
免
郷
部
嗇
夫
。
或
能
□
（
第

一
九
二
簡
）

而

捕

捕
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□
罪
一
人
、
購
金
七
兩
。　

●
十
（
第
一
九
三
簡
）
（
２
）

□
曰
、
黔
首
不
田
作
、
市
販
出
入
不
時
、
不
聽
父
母
、
笱
（
苟
）
若
與
父
母
言
、
其
父
母
・
典
・
伍
弗
忍
告
、
令
郷
（
第
一
九
四

簡
）

□
嗇
夫
數
謙
（
廉
）
問
、
捕　

（
繫
）
獻
廷
、
其
罪
當
完
城
旦
舂
以
上
、
其
父
母
・
典
・
伍
弗
先
告
、
貲
其
父
若
母
二
甲
、（
第
一

九
五
簡
）

□
・
伍
各
一
甲
、
郷
部
嗇
夫
弗
得
、
貲
一
甲
、
令
・
丞
一
盾
。
●
自
今
以
來
、
有
犯
律
者
輒
以
律
論
。
及
其
當
（
第
一
九
六
簡
）

□
□
、
□
□
□
夫
弗
□
、
□
□
□
□
□
令
・
丞
、
有
（
又
）
免
郷
部
嗇
夫
。　

●
十
一
（
第
一
九
七
簡
）

　

ま
た
、『
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
（
伍
）』（
以
下
『
伍
』
と
略
稱
）
に
も
ほ
ぼ
同
じ
記
述
が
數
簡
に
渉
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
（
３
）。

〼
□
廢
、
弗
智
（
知
）、
典
及
父
母
・
伍
（
第
一
九
四
簡
）

【
人
】
□貲
各
二
甲
、
郷
嗇
夫
及
令
・
丞
・
尉
貲
各
一
甲
、
而
免
郷
嗇
夫
。
或
能
捕
死
辠
一
人
、
購
金
七
兩
。
●
廷
甲　

十
（
第
一

九
五
簡
）

律
曰
、
黔
首
不
田
作
、
市
販
出
入
不
時
、
不
聽
父
母
笱
若
與
父
母
言
、
父
母
・
典
・
伍
弗
忍
告
、
令
郷
嗇
夫
數
謙
（
廉
）
問
、
捕

　

（
繫
）（
第
一
九
六
簡
）

【
獻
廷
】
其
辠
當
完
城
旦
以
上
、
其
父
母
・
典
・
伍
弗
先
告
、
貲
其
父
若
母
二
甲
、
典
・
伍
各
一
甲
。
郷
嗇
夫
弗
得
、
貲
一
甲
、

令
・
丞
一
盾
。
有
（
第
一
九
七
簡
）

【
犯
律
者
】
輒
以
律
論
及
其
當
坐
者
、
郷
嗇
夫
弗
得
、
以
律
論
及
其
令
・
丞
、
有
（
又
）
免
郷
嗇
夫
。
●
廷
甲　

十
一
（
第
一
九
八

簡
）

　
『
陸
』
第
一
九
四
簡
及
び
『
伍
』
第
一
九
六
簡
と
も
、「
黔
首
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
黔
首
と
は
「
民
」・「
百
姓
」
の
こ

死律部典坐
者

郷
部
嗇

得

以
律
論
及
其
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と
で
、
秦
で
は
始
皇
二
十
六
年
（
紀
元
前
二
二
一
年
）
あ
る
い
は
二
十
七
年
以
降
、
公
式
の
文
書
で
は
民
・
百
姓
の
代
わ
り
に
黔
首
を

用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
（
４
）。

よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
簡
文
が
六
國
統
一
後
に
書
寫
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

さ
ら
に
、『
陸
』
第
一
九
三
簡
と
第
一
九
五
簡
で
は
「
罪
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
對
し
、『
伍
』
第
一
九
五
簡
と
第
一
九
七
簡

で
は
「
辠
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、『
説
文
解
字
』
网
部
に
、

　
　

罪
、
捕
魚
竹
网
。
以
网
非
。
秦
以
罪
爲
辠
字
。

同
辛
部
に
、

　
　

辠
、
犯
法
也
。
从
辛
从
自
。
言
辠
人
蹙
鼻
苦
辛
之
憂
。
秦
以
辠
似
皇
字
、
改
爲
罪
。

『
太
平
御
覽
』
卷
六
四
一
刑
法
部
七
罪
が
引
く
後
漢
・
應
劭
『
風
俗
通
義
』
に
、

　
　

辠
字
爲
自
辛
、
令
爲
辛
苦
憂
之
也
。
秦
皇
以
爲
字
似
皇
、
故
改
爲
罪
。

と
あ
り
、
秦
は
「
辠
」
字
が
「
皇
帝
」
の
「
皇
」
字
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
罪
」
に
改
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
辠
」
は

六
國
統
一
後
の
文
書
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
六
國
統
一
後
、
秦
で
は
黔
首
以
外
に
も
「
皇
帝
」・「
制
詔
」・「
縣
官
」
な

ど（５
）、
さ
ま
ざ
ま
な
用
語
の
改
變
・
統
一
が
行
わ
れ
た
が
、「
辠
」
が
「
罪
」
に
改
め
ら
れ
た
の
は
比
較
的
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
陳
偉

氏
は
里
耶
秦
簡
や
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
な
ど
を
根
據
と
し
て
、
現
有
の
史
料
か
ら
す
る
と
、「
辠
」
か
ら
「
罪
」
へ
改
變
さ
れ
た
の
は
、

始
皇
三
十
年
（
紀
元
前
二
一
七
年
）
五
月
か
ら
三
十
四
年
（
前
二
一
三
年
）
六
月
の
間
と
す
る
（
６
）。

　
『
陸
』
に
收
録
さ
れ
て
い
る
簡
牘
は
、
も
と
も
と
全
部
で
五
卷
の
册
書
に
編
ま
れ
て
い
た
ご
と
く
で
あ
り
、
第
一
九
一
簡
～
一
八
七

簡
は
こ
れ
ら
の
う
ち
第
三
組
に
含
ま
れ
る
。
第
三
組
の
他
の
簡
を
見
る
と
、「
制
」（
第
二
一
〇
簡
）・「
黔
首
」（
第
一
八
五
簡
、
第
一
八

六
簡
、
第
二
〇
一
簡
、
第
二
〇
五
簡
）・「
奴
婢
」（
第
一
八
四
簡
）
な
ど
（
７
）、

六
國
統
一
後
正
式
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
用
語
が
見
え

る
と
と
も
に
、
全
て
「
罪
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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一
方
、『
伍
』
は
も
と
も
と
三
卷
の
册
書
に
編
ま
れ
て
い
た
ご
と
く
で
あ
り
、
第
一
九
四
簡
～
一
九
八
簡
は
第
二
組
に
含
ま
れ
る
。

第
二
組
で
は
「
制
」（
第
一
〇
〇
簡
、
第
一
二
一
簡
、
第
一
五
三
簡
、
第
一
八
五
簡
）・「
詔
」（
第
一
〇
六
簡
）・「
縣
官
」（
第
一
〇
三
簡
、
第

一
二
〇
簡
、
第
一
三
一
簡
、
第
一
三
七
簡
、
第
一
五
二
簡
、
第
二
一
〇
簡
、
第
二
一
七
簡
、
第
二
一
八
簡
）・「
黔
首
」（
第
一
三
一
簡
、
第
一
三

六
簡
、
第
一
三
八
簡
、
第
一
四
四
簡
、
第
一
五
五
簡
～
一
五
七
簡
、
第
一
八
九
簡
、
第
一
九
九
簡
、
第
二
〇
八
簡
、
第
二
〇
九
簡
）・
奴
婢
（
第

一
六
三
簡
）
な
ど
、
六
國
統
一
後
の
用
語
が
見
え
る
一
方
で
、
全
て
「
辠
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『
伍
』
第
一
九
四

簡
～
一
九
八
簡
の
方
が
、
書
寫
さ
れ
た
年
代
は
早
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
陳
偉
氏
の
説
に
從
え
ば
、
本
條
は
遲
く
と
も
始
皇

三
十
四
年
ま
で
に
は
制
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

周
知
の
通
り
、
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
は
盜
掘
に
よ
っ
て
出
土
し
、
香
港
の
骨
董
市
場
へ
流
出
し
た
も
の
を
、
二
〇
〇
七
年
に
湖
南
大
學

嶽
麓
書
院
が
購
入
し
、
ま
た
二
〇
〇
八
年
に
香
港
の
收
藏
家
が
嶽
麓
書
院
へ
寄
贈
し
た
も
の
で
あ
る
。
盜
掘
の
た
め
出
土
狀
況
は
不
明

で
あ
る
が
、
二
〇
〇
七
年
に
嶽
麓
書
院
が
購
入
し
た
も
の
は
、
全
部
で
八
枚
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
に
包
ま
れ
て
い
た
（
８
）。

整
理
者

は
文
章
の
内
容
や
「
反
印
文
」
（
９
）、
包
み
内
部
で
の
堆
積
狀
況
な
ど
を
根
據
と
し
て
、
簡
の
排
列
を
復
元
し
て
い
る
。『
陸
』
第
一
九
一
簡

～
一
九
七
簡
、『
伍
』
第
一
九
四
簡
～
一
九
八
簡
に
つ
い
て
も
、
整
理
者
は
こ
れ
ら
簡
番
號
の
順
に
排
列
さ
れ
て
い
た
と
解
し
て
い
る

ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
從
っ
て
、
比
較
的
よ
く
殘
っ
て
い
る
『
陸
』
第
一
九
一
簡
～
一
九
七
簡
を
連
讀
す
る
と
、
次
の

通
り
に
な
る
。
な
お
、
原
釋
文
の
「
□
」
内
の
字
は
、
整
理
者
が
殘
畫
や
文
脈
な
ど
を
根
據
と
し
て
補
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
「
□
」
を
省
略
し
た
。

●
自
今
以
來
、
有
毆
詈
其
父
母
者
、
輒
捕
以
律
論
、
典
智
（
知
）
弗
告
、
䙴
（
遷
）。
郷
部
嗇
夫
智
（
知
）
弗
捕
論
、
貲
二
甲
而

廢
、
弗
智
（
知
）、
典
及
父
母
・
伍
人
貲
各
二
甲
、
郷
部
嗇
夫
及
令
・
丞
・
尉
貲
各
一
甲
、
捕
、
免
郷
部
嗇
夫
。
或
能
捕
死
罪
一

人
、
購
金
七
兩
。　

●
十
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律
曰
、
黔
首
不
田
作
・
市
販
、
出
入
不
時）
（1
（

、
不
聽
父
母
、
笱
（
苟
）
若
與
父
母
言
、
其
父
母
・
典
・
伍
弗
忍
告
、
令
郷
部
嗇
夫
數

謙
（
廉
）
問
、
捕　

（
繫
）
獻
廷
、
其
罪
當
完
城
旦
舂
以
上
、
其
父
母
・
典
・
伍
弗
先
告
、
貲
其
父
若
母
二
甲
、
典
・
伍
各
一

甲
、
郷
部
嗇
夫
弗
得
、
貲
一
甲
、
令
・
丞
一
盾
。
●
自
今
以
來
、
有
犯
律
者
輒
以
律
論
。
及
其
當
坐
者
、
郷
部
嗇
夫
弗
得
、
以
律

論
及
其
令
・
丞
、
有
（
又
）
免
郷
部
嗇
夫
。　

●
十
一

　

以
上
の
よ
う
に
、『
陸
』
第
一
九
一
簡
～
一
九
七
簡
は
、
二
つ
の
條
文
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
半
の
末
尾
に
「
●

十
」、
後
半
の
末
尾
に
「
●
十
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
何
ら
か
の
ま
と
ま
っ
た
内
容
を
有
す
る
條
文
の
十
番
目
、
十
一
番
目
と
い
う
よ

う
に
、
番
號
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
假
に
前
者
を
「
第
十
條
」、
後
者
を
「
第
十
一
條
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　

第
十
條
は
父
母
を
毆
っ
た
り
罵
っ
た
り
し
た
場
合
、
周
圍
の
人
員
や
官
吏
が
「
告
」（
犯
罪
事
實
を
官
憲
に
申
告
す
る
こ
と
）
や
「
捕
」

（
逮
捕
）
の
義
務
を
負
い
、
そ
れ
ら
を
果
さ
な
け
れ
ば
處
罰
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
第
十
一
條
で
は
民
が
農
作
業
や
商
賣

を
行
わ
ず
、
適
切
な
時
間
に
出
入
り
せ
ず
、
父
母
の
い
う
こ
と
を
聽
き
入
れ
ず
、
も
し
く
は
父
母
と
言
い
爭
っ
た
場
合
、
父
母
な
ど
周

圍
の
人
員
や
官
吏
が
い
か
な
る
責
任
を
負
う
か
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
右
の
二
條
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
十
條
で
は
子
が
父
母
を
毆
っ
た
り
罵

っ
た
り
し
た
場
合
、
父
母
は
「
貲
二
甲
」（
鎧
二
つ
分
の
錢
を
納
入
す
る
刑
罰
）
に
處
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
父
母
は
被
害
者
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
處
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
第
十
一
條
に
よ
る
と
、
子
が
父
母
の
言
う
こ
と
を
聽
き
入
れ
ず
、
も
し
く
は
父
母
と
言
い
爭
っ
た
場
合
、
父
母
が
責
任
を
問

わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
別
稿
で
檢
討
し
た
通
り
、
父
母
の
言
い
つ
け
に
從
わ
な
い
こ
と
は
不
孝
罪
に
あ
た
り
、
ま
た

父
母
と
言
い
爭
う
こ
と
も
、
不
孝
罪
の
成
立
要
件
の
一
つ
で
あ
る
「
敬
恭
有
虧
」
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
）
（（
（

。
不
孝
罪
の
被
害
者
は
父
母
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
父
母
が
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
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本
稿
で
は
以
上
二
つ
の
疑
問
に
つ
い
て
檢
討
し
、
犯
罪
と
父
母
の
通
報
義
務
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
一
節　

第
十
條
に
對
す
る
檢
討

　

今
一
度
こ
こ
に
第
十
條
を
擧
げ
る
。

●
自
今
以
來
、
有
毆
詈
其
父
母
者
、
輒
捕
以
律
論
、
典
智
（
知
）
弗
告
、
䙴
（
遷
）。
郷
部
嗇
夫
智
（
知
）
弗
捕
論
、
貲
二
甲
而

廢
、
弗
智
（
知
）、
典
及
父
母
・
伍
人
貲
各
二
甲
、
郷
部
嗇
夫
及
令
・
丞
・
尉
貲
各
一
甲
、
捕
、
免
郷
部
嗇
夫
。
或
能
捕
死
罪
一

人
、
購
金
七
兩
。　

●
十

　

こ
れ
を
で
き
る
だ
け
主
觀
を
排
し
て
直
譯
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

●
今
よ
り
以
降
、
自
分
の
父
母
を
毆
る
か
罵
っ
た
者
は
、
捕
え
た
う
え
律
に
從
っ
て
罪
を
論
じ
る
。
典
は
本
件
を
知
り
な
が
ら
告

し
な
か
っ
た
場
合
、
遷
に
處
す
る
。
郷
部
嗇
夫
は
こ
れ
を
知
り
な
が
ら
捕
え
て
罪
を
論
じ
な
か
っ
た
場
合
、
貲
二
甲
に
處
し
た
う

え
、
罷
免
す
る
。
知
ら
な
か
っ
た
場
合
、
典
及
び
父
母
・
伍
人
は
そ
れ
ぞ
れ
貲
二
甲
と
し
、
郷
部
嗇
夫
及
び
令
・
丞
・
尉
は
そ
れ

ぞ
れ
貲
一
甲
と
し
、
捕
え
れ
ば
、
郷
部
嗇
夫
の
處
罰
を
免
除
す
る
。
あ
る
者
が
死
罪
を
犯
し
た
者
一
人
を
捕
え
た
場
合
、
賞
與
と

し
て
黄
金
七
兩
を
授
け
る
。　

●
第
十
條

　

本
條
に
よ
る
と
、
父
母
が
子
に
毆
ら
れ
、
あ
る
い
は
罵
ら
れ
た
が
、
父
母
が
そ
の
事
實
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
、
處
罰
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
毆
ら
れ
、
あ
る
い
は
罵
ら
れ
た
本
人

は
、
加
害
者
が
子
で
あ
る
か
否
か
ま
で
は
と
も
か
く
、
あ
る
者
に
毆
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
罵
ら
れ
た
事
實
を
知
ら
な
い
こ
と
は
あ
り
え

な
い
。
特
に
、「
詈
」
に
つ
い
て
は
『
唐
律
疏
議
』
鬭
訟
律
「
毆
制
使
府
主
」
條
注
に
、

　
　

須
親
自
聞
之
乃
成
詈
。
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疏
に
、

　
　

注
云
須
親
自
聞
之
乃
成
詈
、
謂
皆
須
被
詈
者
親
自
聞
之
、
乃
爲
詈
。

と
あ
り
、
唐
律
で
は
、
父
母
を
馬
鹿
に
す
る
言
葉
を
吐
い
た
だ
け
で
は
必
ず
し
も
「
詈
」
と
な
ら
ず
、
相
手
に
そ
の
言
葉
が
聽
こ
え
て

初
め
て
「
詈
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
面
と
向
か
っ
て
相
手
を
罵
る
、
面
罵
す
る
こ
と
が
「
詈
」
な
の
で

あ
ろ
う
。
秦
の
法
律
で
も
お
そ
ら
く
同
樣
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
例
え
ば
兩
親
と
も
に
存
命
で
、
父
が
そ
の
場
に
い
な
い
と
き
、
子
が
母
を
罵
っ
た
が
、
母
も
子
も
、
そ
の
他
第
三
者
も

父
に
知
ら
せ
な
か
っ
た
場
合
な
ど
の
事
情
が
あ
れ
ば
、
父
は
そ
の
事
實
を
知
る
わ
け
も
な
い
。
よ
っ
て
、
父
母
が
知
ら
な
い
場
合
も
あ

り
う
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
父
は
罰
と
し
て
貲
二
甲
に
處
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
そ
の
一
家
は
貲
二
甲
に
相
當
す
る
財
物

を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
は
加
害
者
で
あ
る
か
ら
と
も
か
く
、
母
は
被
害
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
家
の
一
員
と
し

て
經
濟
的
打
擊
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

知
ら
な
か
っ
た
場
合
、
な
ぜ
處
罰
さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
當
時
の
吏
民
に
は
常
に
互
い
を
監
視
し
、
罪
を
犯
し
た
者
を
見
か
け
た

ら
、
官
憲
に
通
報
す
る
義
務
が
あ
り
、
そ
れ
を
怠
れ
ば
處
罰
さ
れ
た
。
犯
罪
を
通
報
す
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
犯
罪
が
起
こ
っ
た
こ

と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
條
に
お
い
て
、
典
・
父
母
・
伍
人
・
郷
部
嗇
夫
・
令
・
丞
・
尉
が
犯
罪
の
發
生
を
知
ら
な
か
っ
た

場
合
に
處
罰
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
と
、
一
應
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

逆
に
、
犯
罪
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
通
報
の
義
務
を
有
す
る
。
郷
部
嗇
夫
の
場
合
は
官
吏
で
あ
る
だ
け
に
、
逮

捕
し
て
罪
を
論
じ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
典
・
父
母
・
伍
人
な
ど
に
つ
い
て
は
、
知
っ
て
い
た
場
合
に
つ
い
て
の
規
定
が
な
い
。
そ
も
そ

も
本
條
は
冒
頭
に
「
自
今
以
來
」
と
あ
る
通
り
、
追
加
・
補
充
法
規
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
補
充
・
修
正
前
の
條
文
で
は
、
知

っ
て
い
た
場
合
に
つ
い
て
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
も
解
し
う
る
。
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し
か
し
、
本
條
で
は
子
が
兩
親
と
も
に
毆
っ
た
り
罵
っ
た
り
し
た
場
合
を
除
け
ば
、
父
母
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
方
は
被
害
者
で
あ

る
。
被
害
者
に
告
の
義
務
が
課
さ
れ
、
違
反
す
れ
ば
處
罰
の
對
象
と
さ
え
さ
れ
て
い
る
例
は
、
少
な
く
と
も
秦
・
漢
で
は
見
え
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
第
十
條
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
四
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。

　

第
一
に
、
以
上
の
解
釋
に
誤
り
は
な
く
、
文
字
通
り
に
解
す
べ
き
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
は
被
害
者
が
自
分
で
あ
ろ
う

と
他
人
で
あ
ろ
う
と
、
犯
罪
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
假
に
そ
の
通
り
と
す
れ
ば
、
そ
の
目
的
は
法

治
主
義
及
び
治
安
維
持
の
徹
底
で
あ
ろ
う
。
法
家
思
想
が
重
視
さ
れ
て
い
た
秦
の
法
律
で
は
、
あ
る
い
は
か
よ
う
に
極
端
な
制
度
が
設

け
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

第
二
に
、
第
一
の
解
釋
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
父
母
の
う
ち
被
害
者
本
人
だ
け
は
、
當
然
の
理
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
別
の

規
定
な
ど
に
よ
っ
て
、
通
報
の
義
務
を
免
除
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。

　

第
三
に
、「
典
及
父
母
伍
人
貲
各
二
甲
」
は
「
典
及
び
父
母
・
伍
人
は
貲
各
〃
二
甲
」
と
讀
む
の
で
は
な
く
、「
典
及
び
父
母
の
伍
人

は
貲
各
〃
二
甲
」
と
讀
む
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
解
釋
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
と
そ
の
配
偶
者
は
處
罰
を
受
け
な
く
て
濟
む
こ
と
に
な

る
。

　

第
四
に
、
竹
簡
の
排
列
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。『
陸
』
で
は
第
一
九
一
簡
の
次
に
第
一
九
二
簡
・
一
九
三
簡
、

『
伍
』
で
は
第
一
九
四
簡
の
次
に
第
一
九
五
簡
を
排
列
し
て
い
る
が
、
果
し
て
も
と
も
と
そ
の
よ
う
に
排
列
さ
れ
て
い
た
と
は
限
ら
な

い
。『
陸
』
の
附
録
三
「
掲
取
位
置
示
意
圖
」
に
よ
る
と
、『
陸
』
の
第
一
九
一
簡
（
原
始
編
號
一
七
八
）
と
第
一
九
二
簡
（
原
始
編
號
一

八
八
）
は
同
じ
く
第
一
包
内
に
あ
り
、
互
い
に
近
い
位
置
に
あ
っ
た
が
、
左
右
に
鄰
接
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。『
陸
』
の
第
一
九

三
簡
（
原
始
編
號
二
一
〇
四
）
に
至
っ
て
は
、
第
八
包
内
に
あ
っ
た
。
ま
た
、『
伍
』
の
第
一
九
四
簡
（
原
始
編
號
二
一
五
一
盒
─
七
─
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三
）
は
第
八
包
、
第
一
九
五
簡
（
原
始
編
號
一
八
八
九
）
は
第
七
包
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
各
包
内
の
竹
簡
・
木
簡
の
堆
積
狀
態
は
、

出
土
狀
況
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
が
、
堆
積
狀
態
か
ら
は
こ
れ
ら
の
簡
が
連
續
し
て
排
列
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
窺
わ
れ
な
い
。
郷

部
嗇
夫
が
事
件
の
發
生
を
知
っ
て
い
た
場
合
と
、
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
の
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

典
・
父
母
・
伍
に
つ
い
て
は
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
の
規
定
し
か
見
え
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
先
ほ
ど
は
改
正
前
の
條
文
に

設
け
ら
れ
て
い
た
と
理
解
し
た
が
、
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
く
、
こ
れ
自
體
が
排
列
の
誤
り
を
示
す
根
據
の
一
つ
な
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

そ
れ
で
は
、
い
ず
れ
の
解
釋
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
別
稿
で
論
じ
て
き
た
通
り
、
戰
國
時
代
の
あ
る
時
期
ま
で
は
、
秦
は
家
内
部

で
行
わ
れ
た
侵
害
行
爲
に
對
し
、
原
則
と
し
て
介
入
せ
ず
、
親
が
子
に
對
し
て
自
由
に
制
裁
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
）
（1
（

。
そ
れ
ゆ
え
、

當
時
は
不
孝
罪
も
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
第
十
條
に
見
え
る
よ
う
な
、
父
母
を
毆
っ
た
り
罵
っ
た
り
す
る
こ
と
を
處
罰
す
る
條
文

も
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
家
の
構
成
員
が
み
ず
か
ら
解
決
す
る
の
に
任
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
遲
く
と
も
戰
國
時
代
末

期
ま
で
に
は
家
内
部
の
侵
害
行
爲
に
對
し
て
も
國
家
が
介
入
し
、
犯
罪
と
し
て
處
罰
の
對
象
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
後
、
父
母
は

子
に
對
し
て
勝
手
に
制
裁
を
加
え
て
は
な
ら
ず
、
子
に
制
裁
を
加
え
た
い
場
合
に
は
、
國
家
に
子
の
罪
を
告
し
、
刑
罰
と
い
う
形
で
國

家
の
手
に
よ
っ
て
制
裁
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
經
緯
を
考
え
る
と
、
第
十
條
に
お
い
て
父
母
が
子
か
ら
受
け
た
犯
罪
行
爲
を
告
す
る
よ
う
強
制
す
る
こ
と
は
、
家
に

對
す
る
國
家
の
介
入
と
し
て
は
行
き
過
ぎ
の
感
が
あ
る
。
た
だ
し
、
別
稿
で
も
述
べ
た
通
り
、
不
孝
罪
は
本
來
父
母
の
告
が
あ
る
こ
と

を
原
則
と
す
る
が
、
例
外
と
し
て
父
母
の
死
後
の
場
合
、
第
三
者
が
告
あ
る
い
は
「
劾
」
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
）
（1
（

。
そ
れ
は

例
外
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
不
孝
罪
が
親
の
意
思
と
必
ず
し
も
關
係
な
く
、
他
の
犯
罪
と
同
樣
に
、
國
家
が
處
罰
す
べ
き
行
爲
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
、
家
内
部
の
秩
序
が
よ
り
國
家
の
統
制
下
へ
組
み
込
ま
れ
た
と
も
い
え
る
）
（1
（

。
第
十
條
は
行
き
過
ぎ
と
は
い
え
、
こ
の
よ
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う
な
歴
史
的
趨
勢
に
沿
う
も
の
と
し
て
一
應
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
～
第
四
の
可
能
性
も
捨
て
切
れ
な
い
が
、
最
も
無
理
の

な
い
解
釋
が
第
一
で
あ
る
以
上
、
現
時
點
で
は
第
一
を
も
っ
て
鄙
見
と
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
秦
の
法
律
を
受
け
繼
い
だ
と
さ
れ

る
漢
で
も
こ
の
よ
う
な
制
度
が
行
わ
れ
た
の
か
、
ま
た
行
わ
れ
た
と
し
て
も
漢
一
代
を
通
し
て
行
わ
れ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
。

第
二
節　

第
十
一
條
に
對
す
る
檢
討

　

第
十
條
と
同
樣
、
今
一
度
こ
こ
に
第
十
一
條
を
擧
げ
る
。

律
曰
、
黔
首
不
田
作
・
市
販
、
出
入
不
時
、
不
聽
父
母
、
笱
（
苟
）
若
與
父
母
言
、
其
父
母
・
典
・
伍
弗
忍
告
、
令
郷
部
嗇
夫
數

謙
（
廉
）
問
、
捕　

（
繫
）
獻
廷
、
其
罪
當
完
城
旦
舂
以
上
、
其
父
母
・
典
・
伍
弗
先
告
、
貲
其
父
若
母
二
甲
、
典
・
伍
各
一

甲
、
郷
部
嗇
夫
弗
得
、
貲
一
甲
、
令
・
丞
一
盾
。
●
自
今
以
來
、
有
犯
律
者
輒
以
律
論
及
其
當
坐
者
。
郷
部
嗇
夫
弗
得
、
以
律
論

及
其
令
・
丞
、
有
（
又
）
免
郷
部
嗇
夫
。　

●
十
一

　

こ
れ
も
次
の
よ
う
に
直
譯
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

律
に
「
民
が
農
作
業
・
商
賣
を
行
わ
ず
、
適
切
な
時
間
に
出
入
り
せ
ず
、
父
母
の
言
う
こ
と
を
聽
か
ず
、
も
し
く
は
父
母
と
言

い
爭
っ
た
が
、
そ
の
父
母
・
典
・
伍
が
こ
れ
を
告
す
る
に
忍
び
な
い
場
合
、
郷
部
嗇
夫
に
速
や
か
に
捜
査
・
訊
問
を
行
わ
せ
、
逮

捕
・
勾
留
し
て
縣
廷
へ
移
送
さ
せ
る
。
そ
の
罪
が
完
城
旦
舂
以
上
に
あ
た
り
、
そ
の
父
母
・
典
・
伍
が
先
に
告
さ
な
か
っ
た
場

合
、
そ
の
父
も
し
く
は
母
は
貲
二
甲
、
典
・
伍
は
そ
れ
ぞ
れ
貲
一
甲
に
處
す
る
。
郷
部
嗇
夫
が
逮
捕
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
貲
一

甲
に
處
し
、
令
・
丞
は
貲
一
盾
に
處
す
る
」
と
あ
る
。
●
今
よ
り
以
降
、
律
を
犯
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
律
に
照
ら
し
て
罪
を
論

じ
、
連
坐
す
べ
き
者
に
も
處
罰
が
及
ぶ
。
郷
部
嗇
夫
が
逮
捕
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
律
に
照
ら
し
て
罪
を
論
じ
、
令
・
丞
に
も
處

罰
が
及
び
、
ま
た
郷
部
嗇
夫
を
罷
免
す
る
。　

●
第
十
一
條

（53）
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ま
ず
、「
其
父
母
・
典
・
伍
弗
忍
告
」
と
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
上
に
記
さ
れ
て
い
る
「
黔
首
不
田
作
・
市
販
、
出
入
不
時
、

不
聽
父
母
、
笱
（
苟
）
若
與
父
母
言
」
は
本
來
告
の
對
象
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。「
不
田
作
」
に
つ
い
て
は
睡
虎
地
秦
簡
「
封
診
式
」

に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
）
（1
（

。

告
臣　

爰
書
、
某
里
士
五
（
伍
）
甲
縛
詣
男
子
丙
、
告
曰
、
丙
、
甲
臣
、
橋
（
驕
）
悍
、
不
田
作
、
不
聽
甲
令
。
謁
買
（
賣
）
公
、

斬
以
爲
城
旦
、
受
賈
（
價
）
錢
。（
第
三
七
簡
・
三
八
簡
）

　

甲
は
奴
隸
丙
が
驕
り
高
ぶ
っ
て
い
て
、
農
作
業
を
行
わ
ず
、
甲
の
命
令
も
聽
か
な
い
の
で
、
こ
れ
を
國
家
へ
賣
却
し
、「
斬
趾
城
旦
」

（
足
の
指
を
斬
り
落
し
、「
城
旦
」
の
身
分
へ
降
格
さ
せ
る
）
の
刑
に
處
し
て
欲
し
い
と
告
し
て
い
る
。
こ
れ
は
奴
隸
主
が
奴
隸
を
訴
え
た

場
合
で
あ
っ
て
、
第
十
一
條
の
場
合
と
は
異
な
る
が
、
あ
る
者
に
對
し
て
從
屬
的
立
場
に
あ
る
者
が
農
作
業
を
怠
っ
た
場
合
、
告
の
對

象
と
な
る
と
い
う
點
で
は
共
通
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
「
爲
吏
治
官
及
黔
首
」
に
は
）
（1
（

、

　
　

黔
首
不
田
作
不
孝
（
第
一
三
簡
）

と
あ
り
、
民
が
農
作
業
を
行
わ
な
い
こ
と
は
「
不
孝
」
に
あ
た
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
史
料
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
不
孝
が
法

律
上
の
不
孝
罪
を
指
す
の
か
、
そ
れ
と
も
倫
理
上
の
も
の
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
な
い
。

　

次
に
、「
出
入
不
時
」
に
つ
い
て
は
張
家
山
漢
簡
二
年
律
令
「
戸
律
」
に
）
（1
（

、

自
五
大
夫
以
下
、
比
地
爲
伍
、
以
辨
□
爲
信
。
居
處
相
察
、
出
入
相
司
。
有
爲
盜
賊
及
亡
者
、
輒
謁
吏
・
典
。
田
典
更
挾
里
門
籥

（
鑰
）、
以
時
開
。
伏
閉
門
、
止
行
及
作
田
者
。
其
獻
酒
及
乘
置
乘
傳
、
以
節
使
、
救
水
火
、
追
盜
賊
、
皆
得
行
。
不
從
律
、
罰
金

二
兩
。（
第
三
〇
五
簡
・
三
〇
六
簡
）

と
あ
る
の
が
參
考
に
な
る
。
當
時
の
民
は
一
般
に
「
里
」
の
中
に
家
を
構
え
、
居
住
し
て
い
た
。
右
の
條
文
に
よ
る
と
、
里
の
門
に
は

鍵
が
設
け
ら
れ
、
田
典
が
こ
れ
を
管
理
し
、
適
時
に
な
っ
た
ら
門
を
開
く
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。『
管
子
』
立
政
篇
に
も
、
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分
州
以
爲
十
里
、
里
爲
之
尉
。
分
里
以
爲
十
游
、
游
爲
之
宗
。
十
家
爲
什
、
五
家
爲
伍
、
什
伍
皆
有
長
焉
。
築
障
塞
匿
、
一
道

路
、
博
出
入
、
審
閭
閈
、
愼
筦
鍵
、
筦
藏
于
里
尉
。
置
閭
有
司
、
以
時
開
閉
。
閭
有
司
觀
出
入
者
、
以
復
于
里
尉
。
凡
出
入
不

時
、
衣
服
不
中
、
圈
屬
羣
徒
、
不
順
於
常
者
、
閭
有
司
見
之
、
復
無
時
。

と
あ
り
、
里
を
壁
で
圍
み
、
里
内
に
道
路
を
一
本
の
み
通
し
、
そ
こ
か
ら
の
み
出
入
り
す
る
よ
う
に
し
、
里
門
の
鍵
は
里
尉
（
里
の
責

任
者
）
が
管
理
す
る
。
閭
有
司
を
設
置
し
、
適
時
に
里
門
を
開
閉
さ
せ
る
。
閭
有
司
は
出
入
り
す
る
者
を
觀
察
し
、
里
尉
に
報
告
す

る
。
出
入
り
す
る
時
間
が
適
切
で
な
い
、
衣
服
が
適
切
で
な
い
、
一
族
・
集
團
が
尋
常
で
な
い
、
以
上
の
よ
う
な
場
合
を
閭
有
司
は
見

か
け
た
ら
、
時
を
置
か
ず
に
報
告
す
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
漢
書
』
卷
二
四
上
食
貨
志
上
に
は
、

　
　

春
將
出
民
、
里
胥
平
旦
坐
於
右
塾
、
鄰
長
坐
於
左
塾
、
畢
出
然
後
歸
、
夕
亦
如
之
。

と
あ
り
、
朝
に
は
里
胥
が
「
右
塾
」（「
塾
」
は
門
の
兩
側
に
あ
る
部
屋
）、
鄰
長
が
左
塾
に
座
り
、
里
人
が
全
て
出
て
行
っ
た
後
、
里
胥

と
鄰
長
は
歸
宅
し
、
夕
方
に
ま
た
同
樣
の
こ
と
を
す
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
春
秋
公
羊
傳
』
宣
公
十
五
年
何
休
解
詁
に
、

　
　

田
作
之
時
、
春
、
父
老
及
里
正
旦
開
門
坐
塾
上
、
晏
出
後
時
者
不
得
出
、
莫
不
持
樵
者
不
得
入
。

と
あ
り
、
里
の
父
老
と
里
正
は
朝
に
里
門
を
開
い
て
塾
に
座
り
、
外
出
の
時
間
に
遲
れ
た
者
は
、
里
門
よ
り
出
て
は
な
ら
ず
、
暮
れ
に

薪
を
持
っ
て
い
な
い
者
は
里
門
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
管
子
』
以
下
は
現
實
に
行
わ
れ
て
い
た
制
度
そ
の
も
の
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
現
實
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
當
時

理
想
と
さ
れ
て
い
た
い
に
し
え
の
制
度
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
記
述
に
お
い
て
も
、
前
掲
の
二
年
律

令
「
戸
律
」
と
同
樣
、
里
に
は
門
が
設
け
ら
れ
、
適
切
な
時
間
に
開
門
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
出
入
不
時
」
に
つ

い
て
は
『
管
子
』
立
政
篇
に
見
え
、
里
門
を
不
適
切
な
時
間
に
出
入
り
し
た
者
が
い
た
ら
、
閭
有
司
は
即
時
に
里
尉
へ
報
告
す
べ
き
と

さ
れ
て
い
る
。
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「
與
父
母
言
」
の
「
言
」
は
單
に
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
で
は
な
く
、
整
理
者
が
指
摘
す
る
通
り
「
怨
言
」
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、
こ
の
怨
言
は
父
母
を
罵
る
ほ
ど
激
し
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
十
條
に
も
見
え
る
通
り
、
秦
の
法
律
で
は
罵
る
こ
と
を

一
般
に
「
詈
」
と
表
現
す
る
。

　
「
不
聽
父
母
」
と
「
與
父
母
言
」
は
「
は
じ
め
に
」
で
も
觸
れ
た
通
り
、
不
孝
罪
に
あ
た
る
行
爲
で
あ
る
。
不
孝
罪
は
客
觀
的
に
見

て
不
孝
に
あ
た
る
行
爲
を
な
し
た
だ
け
で
は
必
ず
し
も
成
立
せ
ず
、
父
母
の
告
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
第
十
一
條
で
は

父
母
が
告
す
る
に
忍
び
ず
、
告
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
、
父
も
し
く
は
母
を
貲
二
甲
に
處
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
た
か

も
子
が
不
孝
に
あ
た
る
行
爲
を
な
し
た
場
合
、
父
母
は
告
を
強
制
さ
れ
て
い
た
ご
と
く
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
不
孝
罪
の
場
合
、
父
母
に
告
が
強
制
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
例
え
ば
、
二
年
律
令
「
賊
律
」
に
、

　
　

年
七
十
以
上
告
子
不
孝
、
必
三
環
之
。
三
環
之
各
不
同
日
而
尚
告
、
乃
聽
之
。（
第
三
六
簡
）

と
あ
り
、
七
〇
歳
以
上
の
者
が
子
の
不
孝
を
告
し
た
場
合
、
告
を
受
け
た
官
憲
は
必
ず
三
度
退
け
（
三
環
）、
そ
れ
で
も
な
お
父
母
が

告
す
る
場
合
に
限
り
、
告
を
受
理
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
秦
で
も
同
樣
の
制
度
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
睡
虎
地
秦
簡
「
法
律
答
問
」

に
、

　
　

免
老
告
人
以
爲
不
孝
、
謁
殺
、
當
三
環
之
不
。
不
當
環
、
亟
執
勿
失
。（
睡
虎
地
秦
簡
「
法
律
答
問
」
第
一
〇
二
簡
）

と
あ
り
、
不
孝
と
三
環
の
こ
と
が
見
え
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
）
（1
（

。
ま
た
、
漢
代
で
は
不
孝
の
告
を
行
っ
た
父
母
を
地
方
官
が
諭
し

た
り
、
子
に
反
省
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
孝
罪
の
適
用
を
回
避
し
た
事
例
さ
え
見
え
る
）
（1
（

。
よ
っ
て
、
父
母
に
告
が
強
制
さ
れ
て
い

た
と
は
考
え
が
た
い
。

　

ま
た
、
第
十
一
條
で
は
父
母
以
外
に
「
典
」
と
「
伍
」
も
告
を
行
う
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
。
典
は
里
の
責
任
者
で
あ
る
）
11
（

。
伍
は
五

家
で
構
成
さ
れ
る
鄰
保
組
織
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
伍
人
」
す
な
わ
ち
伍
の
構
成
員
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
父
母
が
生
存
し
て
い
る
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場
合
、
他
人
が
そ
の
父
母
の
子
を
不
孝
罪
で
告
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
典
や
伍
人
が
告
を
行
わ
な
か
っ
た

場
合
、
處
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
理
不
盡
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
父
母
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
典
・
伍
人

が
告
を
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
可
能
性
も
な
く
は
な
い
。

　

思
う
に
、
本
條
は
次
の
よ
う
に
讀
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
ず
、「
不
聽
父
母
、
笱
（
苟
）
若
與
父
母
言
」
は
子
が
父
母
の
言

い
つ
け
を
聽
か
ず
、
あ
る
い
は
父
母
と
言
い
爭
う
こ
と
一
般
を
指
す
わ
け
で
は
な
く
、「
黔
首
不
田
作
・
市
販
、
出
入
不
時
」
の
場
合

に
限
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
子
が
農
作
業
や
商
業
を
行
わ
ず
、
あ
る
い
は
適
切
な
時
間
に
出
入
り
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
父
母
が
子
を

諭
し
た
が
、
子
が
父
母
の
敎
え
を
聽
か
ず
、
あ
る
い
は
父
母
と
言
い
爭
っ
た
場
合
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
解
釋
に
よ
る
と
、「
黔

首
不
田
作
・
市
販
」
と
「
出
入
不
時
」
は
「
不
聽
父
母
」
及
び
「
笱
（
苟
）
若
與
父
母
言
」
と
並
列
の
關
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

「
黔
首
不
田
作
・
市
販
」
と
「
出
入
不
時
」
は
「
不
聽
父
母
」
及
び
「
笱
（
苟
）
若
與
父
母
言
」
の
前
提
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
次
の
「
其
父
母
・
典
・
伍
弗
忍
告
」
は
、
父
母
が
子
を
諭
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
が
依
然
と
し
て
働

か
ず
、
適
切
な
時
間
に
出
入
り
し
な
い
こ
と
を
、
父
母
・
典
・
伍
が
官
憲
へ
申
告
す
る
に
忍
び
ず
、
申
告
し
な
か
っ
た
こ
と
を
い
う
。

續
い
て
「
令
郷
部
嗇
夫
數
謙
（
廉
）
問
」
と
あ
り
、「
郷
部
嗇
夫
に
速
や
か
に
捜
査
・
訊
問
を
行
わ
せ
」
る
と
あ
る
が
、
主
語
は
縣
廷

あ
る
い
は
縣
令
・
長
・
丞
な
ど
、
縣
の
長
吏
で
あ
ろ
う
。
縣
廷
が
父
母
・
典
・
伍
以
外
か
ら
の
申
告
に
よ
っ
て
情
報
を
え
た
場
合
、
縣

廷
が
主
導
と
な
っ
て
、
郷
部
嗇
夫
に
捜
査
を
行
わ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、「
其
罪
當
完
城
旦
舂
以
上
」
と
い
う
こ
と
は
、
父
母
が
子
を
諭
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
が
依
然
と
し
て
働
か
ず
、
適

切
な
時
間
に
出
入
り
し
な
い
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
刑
罰
に
あ
た
る
場
合
が
あ
る
が
、
完
城
旦
舂
以
上
の
刑
罰
に
あ
た
る
場
合
に
限

り
、
父
母
・
典
・
伍
は
告
を
行
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
父
母
が
子
を
諭
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

子
が
依
然
と
し
て
働
か
ず
、
適
切
な
時
間
に
出
入
り
し
な
い
こ
と
に
對
し
、
い
か
な
る
法
定
刑
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
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な
い
が
、
あ
る
い
は
働
か
な
い
、
適
切
な
時
間
に
出
入
り
し
な
い
の
を
利
用
し
て
、
何
か
犯
罪
に
あ
た
る
行
爲
を
し
て
い
た
こ
と
が
明

る
み
に
出
て
、
そ
れ
が
完
城
旦
舂
以
上
に
あ
た
る
場
合
も
、
本
條
の
對
象
に
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　

先
述
の
通
り
、
本
條
は
一
見
す
る
と
不
孝
罪
に
關
聯
す
る
犯
罪
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
條
は
不
孝
罪
と
異
な
り
、
國
家
が

親
子
間
の
秩
序
を
保
護
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
治
安
の
維
持
に
目
的
が
あ
り
、
父
母
・
典
・
伍
に
も
連
帶
責
任
を
負

わ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、「
不
聽
父
母
」・「
與
父
母
言
」
と
い
う
行
爲
自
體
は
不
孝
罪
の
客
觀
的
基
準
に
あ
て
は

ま
る
の
で
、
父
母
が
不
孝
罪
と
し
て
告
を
行
え
ば
、
子
は
棄
市
に
處
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
黔
首
不
田
作
」
も

法
律
上
の
不
孝
罪
に
あ
た
る
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
こ
れ
を
理
由
と
し
て
不
孝
罪
で
告
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
本
條

で
は
特
に
父
母
が
不
孝
罪
と
し
て
告
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
不
孝
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
１
）
陳
松
長
編
『
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
（
陸
）』（
上
海
辭
書
出
版
社
、
二
〇
二
〇
年
）
參
照
。

（
２
）
陳
偉
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、『
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
（
陸
）』
の
「
第
三
組
單
簡
正
背
面
圖
版
及
釋
文
、
簡
注
」
及
び
赤
外
線
圖
版
「
第
三

組
正
面
編
聯
圖
版
」
で
は
、
第
一
九
三
簡
の
圖
版
と
し
て
全
く
別
の
竹
簡
の
圖
版
が
誤
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
カ
ラ
ー
圖
版
「
第
三
組
正

面
編
聯
圖
版
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
正
し
い
。「『
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
（
陸
）』
校
讀
（
貳
）」（
簡
帛
網
、http://m

.bsm
.org.cn/

view
/19462.htm

l

、
二
〇
二
〇
年
）
參
照
。

（
３
）
陳
松
長
編
『
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
（
伍
）』（
上
海
辭
書
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）
參
照
。

（
４
）
拙
稿
「
秦
漢
「
縣
官
」
考
」（
早
稻
田
大
學
長
江
流
域
文
化
研
究
所
編
『
中
國
古
代
史
論
集
─
政
治
・
民
族
・
術
數
─
』
雄
山
閣
、

二
〇
一
六
年
）
參
照
。

（
５
）「
縣
官
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
秦
漢
「
縣
官
」
考
」
參
照
。

（
６
）
陳
偉
『
秦
簡
牘
校
讀
及
所
見
制
度
考
察
』（
武
漢
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）
一
九
～
二
五
頁
參
照
。
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（
７
）
奴
婢
と
は
奴
隸
の
こ
と
で
、
秦
で
は
そ
れ
ま
で
「
臣
妾
」
あ
る
い
は
「
奴
妾
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
陳
偉
氏
に
よ
る
と
、
始
皇

二
十
八
年
（
紀
元
前
二
一
九
年
）
八
月
か
ら
三
十
一
年
（
前
二
一
六
年
）
十
月
あ
る
い
は
三
十
二
年
六
月
ま
で
の
間
に
「
奴
婢
」
へ
統
一
さ

れ
た
と
す
る
。『
秦
簡
牘
校
讀
及
所
見
制
度
考
察
』
一
〇
～
一
八
頁
參
照
。

（
８
）
陳
松
長
「
嶽
麓
書
院
所
藏
秦
簡
綜
述
」（『
文
物
』
二
〇
〇
九
年
第
三
期
）
參
照
。

（
９
）
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
の
中
に
は
、
簡
の
背
面
に
左
右
反
轉
し
た
文
字
が
見
え
る
も
の
が
あ
り
、『
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
』
各
卷
で
は
こ
れ
ら
の

文
字
を
「
反
印
文
」
と
呼
ん
で
い
る
。
孫
沛
陽
氏
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
文
字
は
各
簡
背
面
に
位
置
す
る
簡
の
文
字
が
埋
葬
中
に
寫
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、
相
互
に
貼
り
つ
い
た
簡
が
出
土
後
に
剝
さ
れ
た
と
き
、
簡
表
面
の
繊
維
や
墨
跡
が
他
の
簡
の
背
面
に
殘
っ
た
も
の
と
い
う
。

陶
安
『
嶽
麓
秦
簡
復
原
研
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
六
頁
參
照
。

（
10
）「
黔
首
不
田
作
・
市
販
、
出
入
不
時
」
は
、『
陸
』
の
釋
文
で
は
「
黔
首
不
田
作
、
市
販
出
入
不
時
」
に
作
る
が
、
陳
偉
氏
の
解
釋
に
從

っ
て
改
め
た
。「『
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
（
陸
）』
校
讀
（
貳
）」
參
照
。

（
11
）
拙
稿
「
秦
漢
律
令
に
お
い
て
「
不
孝
」
と
さ
れ
る
行
爲
」（『
史
滴
』
第
四
二
號
、
二
〇
二
〇
年
）
參
照
。

（
12
）
拙
稿
「
睡
虎
地
秦
簡
「
非
公
室
告
」
新
考
」（
王
捷
編
『
出
土
文
獻
與
法
律
史
研
究
』
第
六
輯
、
法
律
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）、「
秦
漢

律
に
お
け
る
不
孝
罪
の
成
立
要
件
と
父
母
の
「
告
」」（『
中
央
學
院
大
學
法
學
論
叢
』
第
三
三
卷
第
一
號
、
二
〇
一
九
年
）、「
秦
漢
律
令
に

お
い
て
「
不
孝
」
と
さ
れ
る
行
爲
」
參
照
。

（
13
）「
告
」
と
は
通
報
・
告
訴
・
告
發
の
意
で
あ
る
が
、「
劾
」
は
官
吏
が
あ
る
程
度
の
捜
査
を
行
い
、
治
獄
を
職
務
の
一
つ
と
す
る
機
關
へ

そ
の
結
果
を
通
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宮
宅
潔
「「
劾
」
を
め
ぐ
っ
て
─
中
國
古
代
訴
訟
制
度
の
展
開
─
」（
同
氏
『
中
國
古
代
刑
制
史

の
研
究
』
京
都
大
學
學
術
出
版
會
、
二
〇
一
一
年
。
二
〇
〇
一
年
原
載
）
參
照
。

（
14
）
拙
稿
「
秦
漢
律
に
お
け
る
不
孝
罪
の
成
立
要
件
と
父
母
の
「
告
」」
參
照
。

（
15
）
睡
虎
地
秦
簡
の
簡
番
號
・
釋
文
は
武
漢
大
學
簡
帛
研
究
中
心
・
湖
北
省
博
物
館
・
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
秦
簡
牘
合
集　

釋
文

注
釋
修
訂
本
（
壹
）』（
武
漢
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
に
よ
っ
た
。

（
16
）「
爲
吏
治
官
及
黔
首
」
の
簡
番
號
・
釋
文
は
朱
漢
民
・
陳
松
長
編
『
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
（
壹
）』（
上
海
辭
書
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
に

よ
っ
た
。

（47）



41 秦律令における犯罪と父母の通報義務

（
17
）
張
家
山
漢
簡
の
簡
番
號
・
釋
文
は
陳
偉
ほ
か
編
『
二
年
律
令
與
奏
讞
書
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
に
よ
っ
た
。

（
18
）
本
條
の
「
免
老
告
人
」
の
「
人
」
が
み
ず
か
ら
の
子
を
指
す
の
か
、
そ
れ
と
も
他
人
を
指
す
の
か
を
め
ぐ
っ
て
は
爭
い
が
あ
る
が
、
筆

者
は
他
人
を
指
す
と
と
も
に
、
み
ず
か
ら
の
子
も
含
ま
れ
る
と
考
え
る
。
本
條
の
主
旨
は
、「
免
老
」（
一
定
の
老
齡
に
達
し
た
者
）
が
子
の

不
孝
を
告
し
、
殺
す
よ
う
求
め
た
場
合
、
ま
だ
七
〇
歳
に
達
し
て
い
な
い
の
で
、
三
環
の
手
續
を
と
る
必
要
は
な
く
、
告
を
受
理
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
、
及
び
免
老
が
他
人
を
告
し
、
他
人
の
父
母
が
既
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
、
他
人
な
の
で
告
者
の
年
齡
は
關
係
な
く
、
告
を
受
理

す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
拙
稿
「
秦
漢
律
に
お
け
る
不
孝
罪
の
成
立
要
件
と
父
母
の
「
告
」」
參
照
。

（
19
）
拙
稿
「
五
胡
十
六
國
及
び
北
朝
の
不
孝
罪
」（『
中
央
學
院
大
學
法
學
論
叢
』
第
三
五
卷
第
一
號
）
參
照
。

（
20
）「
典
」
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
拙
稿
「
秦
・
漢
に
お
け
る
里
の
編
成
と
里
正
・
里
典
・
父
老
─
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
「
秦
律
令
」
を
手

が
か
り
と
し
て
─
」（
但
見
亮
・
胡
光
輝
・
長
友
昭
・
文
元
春
編
『
中
國
の
法
と
社
會
と
歴
史　

小
口
彦
太
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』
成

文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
科
學
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）「
中
國
漢
魏
晉
南
北
朝
期
の
刑
罰
法
規
に
お
け
る
不
道
・
不
敬
・
不
孝
な
ど
の
罪
目

に
對
す
る
研
究
」（
課
題
番
號18K
01223
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（46）


